
 

 

関税定率法等の一部を改正する法律案要綱  

 

 

最近における内外の経済情勢等に対応するため、次により、関

税率等について所要の改正を行うとともに、貿易円滑化のための

税関手続の改善、税関における水際取締りの強化等を図るための

所要の改正を行うこととする。  

 

１．個別品目の関税率の改正  

しょうが等の関税率の撤廃を行うこととする。（関税定率法

別表関係）  

 

２．暫定関税率等の適用期限の延長  

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 適 用 期 限 が 到 来 す る 暫 定 関 税 率 並

び に 農 産 品 に 係 る 特 別 緊 急 関 税 制 度 及 び 牛 肉 又 は 豚 肉 等 に 係

る関税の緊急措置について、これらの適用期限を１年延長する

こととする。（関税暫定措置法第２条及び第７条の３～第７条

の６等関係）  

 

３．貿易円滑化のための税関手続の改善  

輸 出 申 告 及 び 輸 入 申 告 に 際 し て 税 関 に 提 出 し な け れ ば な ら

ないこととしている仕入書について、税関長が輸出又は輸入の

許 可 の 判 断 の た め に 必 要 な 場 合 等 に 提 出 を 求 め る こ と と す る

とともに、一般輸入貨物を業として輸入する者及び一般輸出貨

物を業として輸出する者について、電子取引を行った場合には、

当 該 電 子 取 引 の 取 引 情 報 に 係 る 電 磁 的 記 録 を 保 存 し な け れ ば

ならないこととする。（関税法第６８条及び第９４条関係）  

 

４．税関における水際取締りの強化  

(1) 開 港 に 入 港 し よ う と す る 外 国 貿 易 船 の 当 該 開 港 へ の 入 港

時の積荷について、当該外国貿易船の運航者等及び当該積荷

の荷送人は、当該積荷の船積港を当該外国貿易船が出港する

前に、当該積荷に関する事項を税関に原則として電子的に報

告しなければならないこととする。（関税法第１５条、第１

５条の２、第１６条、第１１４条及び第１１４条の２等関係） 

(2) 財務大臣は、外国税関当局から要請があったときは、当該

外 国 税 関 当 局 に 提 供 し た 情 報 を 当 該 要 請 に 係 る 外 国 に お け

る 裁 判 所 又 は 裁 判 官 の 行 う 刑 事 手 続 に 使 用 す る こ と に つ い

て、一定の要件の下に同意をすることができることとする。

（関税法第１０８条の２関係）  



(3) 許 可 を 受 け な い で 輸 出 入 す る 罪 等 に 該 当 す る 違 反 行 為 に

つき法人等に罰金刑を科する場合における時効の期間を、当

該違反行為の行為者の時効の期間と同一とすることとする。

（関税法第１１７条関係）  

 

５．免税コンテナーの国内運送への使用に係る条件等の緩和  

免税コンテナーについて、国内運送への使用に係る制限を撤

廃するとともに、再輸出期間の原則を３月間から１年に延長す

ることとする。（コンテナーに関する通関条約及び国際道路運

送 手 帳 に よ る 担 保 の 下 で 行 な う 貨 物 の 国 際 運 送 に 関 す る 通 関

条 約 (Ｔ Ｉ Ｒ 条 約 )の 実 施 に 伴 う 関 税 法 等 の 特 例 に 関 す る 法 律

第４条、第５条及び第８条等関係）  

 

６．沖縄県における関税制度上の特例措置の延長等  

平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 に 適 用 期 限 が 到 来 す る 沖 縄 県 か ら 出

域する旅客の携帯品に係る関税の免除制度等について、適用期

限を５年延長するとともに、所要の制度の拡充等を行うことと

する。（関税暫定措置法第１３条及び第１４条関係）  

 

７．その他  

その他所要の規定の整備を行うこととする。  

 

８．施行期日  

こ の 法 律 は 、 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 平 成 ２ ４ 年 ４

月 １ 日 か ら 施 行 す る こ と と す る 。  

 


